
石狩市あいろーどパーク条例の一部改正について（原案） 

 

１ 改正の内容 

 石狩市あいろーどパークの構成施設である「厚田キャンプ場」の料金体系を変更するた 

め、石狩市あいろーどパーク条例を一部改正します。 

 

【改正する条項】 

別表第２（第 10条関係） 

現 行 改正後 

単位 利用料金 単位 利用料金 

大人１人（１泊又は

日帰り） 

200円 大人 １人１泊 1,000円 

１人日帰り 500円 

小人１人（１泊又は

日帰り） 

100円 小人 １人１泊 500円 

１人日帰り 250円 

テント１張り（１泊） 1,000円 （削除） （削除） 

テント１張り（日帰

り） 

500円 （削除） （削除） 

備考 

１ 大人は中学生以上、小人は小学生とする。 

２ 小学生未満の幼児は、無料とする。 

３ 日帰りとは、午前 10時から午後５時まで 

の間の利用をいう。 

４ １泊の場合、チェックインは 12時から、 

チェックアウトは翌日午前 10時までと 

する。 

備考 

１ 大人は中学生以上、小人は小学生とする。 

２ 小学生未満の幼児は、無料とする。 

３ 日帰りとは、午前 10時から午後５時まで 

の間の利用をいう。 

４ １泊の場合、チェックインは正午から、 

チェックアウトは翌日午前 10時までと 

する。 

５ シャワーその他附帯設備の利用に係る利 

用料金の範囲は、市長が別に定める実費 

相当額とする。 

 

２ 改正の背景 

  あいろーどパークの構成施設であります、厚田キャンプ場の利用料金の改定であり、平

成９年の開設時より料金は据え置いておりましたが、近年のキャンプスタイルの変化や

維持管理経費等の増加などを踏まえ、料金体系の見直しを行います。 


